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は じ  め に 

 こ の学校施設の開放（ 団体登録必要施設） （ 以下「 学校開放」 と いいま す。 ） は、

学校教育法第１ ３ ７ 条、 社会教育法第第４ ４ 条第１ 項、 ス ポーツ 基本法第１ ３ 条第１

項の規定に基づき 、 学校に現存する 設備を 利用し 、 学校教育に支障のない範囲で学校

施設等を 開放する こ と によ り 、 社会教育やス ポーツ 、 その他公共のための活動に利用

いただく も のです。 営利を目的と し て開放施設は利用でき ま せん。  

 こ の事業を 有効かつ効率的に運営する ため、 学校教育に影響を 与えないよ う 利用に

あたっ ては、 利用する 際の心得（ ２ 、 ３ 頁参照） を 十分に理解し た上での利用をお願

いし ま す。  

 

１  開放する 学校 

  市内小学校５ 校（ 高浜（ 運動場） 、 吉浜、 高取、 港、 翼） 、  

市内中学校２ 校（ 高浜、 南）  

２  開放期間・ 時間 

開放期間 年間（ １ ２ 月２ ９ 日～１ 月３ 日は除く ）  

開放時間 平日 18： 00～21： 00 

土・ 日・ 祝日 9： 00～21： 00   

 ※学校行事、 授業、 児童・ 生徒会活動、 部活動の利用がある 場合は開放でき ま せん。  

 ※利用許可後であっても 止むを 得ない事情（ 学校利用、 公用利用、 施設器具の不具

合、 天候、 災害、 等） によ り 利用を取り 消す場合があり ま す。  

 ※運動場については、 学校、 管理指導員等の承諾があれば早朝 7： 00 から 利用可能

です。  

 ※長期休暇（ 夏休み） 等については、 平日においても 9: 00 から 利用可能な場合があ

り ま す。  

 ※営利を目的と し た利用はでき ま せん。  

３  実施可能種目 

  １ ０ 頁（ 参考） をご覧く ださ い。  

４  学校開放利用管理者等連絡先 

 （ 管理者） ・ 特定非営利活動法人たかはま ス ポーツ ク ラ ブ（ 以下「 TSC」 と いいま

す。 ）  

       住所： 青木町六丁目１ 番地１ ５  地域交流施設たかぴあ事務管理室内 

 電話番号： ０ ５ ６ ６ －５ ２ －３ ４ １ ５  

      ・ 高浜市こ ど も 未来部文化ス ポーツグループ 

       住所： 春日町五丁目１ ６ ５ 番地 いき いき 広場３ 階 

       電話： ０ ５ ６ ６ －９ ５ －９ ５ ６ ８  

 （ 管理指導員） １ ６ 頁参照 

（ 許可者） ・ 高浜市教育委員会 

       住所： 春日町五丁目１ ６ ５ 番地 いき いき 広場３ 階 

       電話： ０ ５ ６ ６ －５ ２ －１ １ １ １ （ 代表）  
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利 用 す る  際 の 心 得 

 利用する 際は、 必ずこ こ に記載する 内容及び学校施設を利用し ている こ と を 理解し マナー

等を守って利用し てく ださ い。 責任者はも ちろんのこ と 、 他の利用者へも よ く 周知・ 徹底し

ておいてく ださ い。 こ の心得及び市の関係条例、 規則等を守る こ と ができ ない団体は、 利用

団体と し ての登録を取り 消すこ と があり ま す。 ま た、 専ら 営利を目的と し た利用はでき ま せ

ん。 会費をと っている 団体は収支予算書の提出を求める こ と があり ま す。  

１ ． 利用前 

【 全施設に関わる こ と 】  

・ 利用する と き は、 団体の責任者が管理指導員（ １ ６ 頁） へ利用許可書を提示する こ と 。  

（ 当日の責任者が代わった場合は、 その旨を管理指導員へ申し 出る こ と 。 ）  

・ 利用許可時間は、 準備及び後片付けの時間を含むも のと し 時間を守る こ と 。  

・ ２ つ以上の団体が同時に利用する と き は、 お互いに配慮し て利用する こ と 。  

・ 施設の器具・ 用具を外に持ち出さ ないこ と 。 施設外の器具・ 用具を館内に持ち込むと き

は管理者（ TSC） に相談する こ と 。  

・ 器具・ 用具を 移動さ せる 場合、 必ず持ち上げて運ぶこ と 。 滑車がついている 器具でも 滑

車の回転がス ムーズでない時は、 持ち上げて運ぶこ と 。  

・ 許可さ れた場所以外は立ち入ら ないこ と 。  

・ 学校敷地内は、 火気厳禁（ 禁煙） を厳守する こ と 。 ま た、 学校敷地外においても 周辺の

方の迷惑になる 場合がある ので注意する こ と 。  

・ 車は指定の駐車場へ停める こ と 。 学校職員の利用の妨げになっ たり 、 近く の路上や商店

等の駐車場へは車を停めないこ と 。 敷地内では、 自転車から 降り 、 引いて歩行する こ と 。  

・ 運動場へは、 自動車や自転車等で乗り 入れないこ と 。  

・ ラ イ ンテープを貼る 、 杭を打つ、 電源の使用は禁止（ 原則） 。 ただし 、 活動上必要があ

る 場合は管理者（ TSC） に相談する こ と 。  

・ 団体で使用する 備品等を勝手に学校施設内に置かないこ と 。  

【 体育館、 卓球室】  

・ 入室する 時は必ず下靴を下駄箱に入れ、 体育館専用シュ ーズに履き 替える こ と 。  

・ 屋外用のボール等の道具類を館内に持ち込ま ないこ と 。  

・ 体育館の舞台へは事故を伴う 場合がある ので、 絶対に上がら ないこ と 。  

【 柔剣道場】  

 ・ 下靴での入室をし ないこ と 、 畳の上にシュ ーズで上がら ないこ と 。  

２ ． 利用中 

【 全施設に関わる こ と 】  

・ 体育館専用シュ ーズのま ま 外（ 玄関・ ト イ レ 等） には出ないこ と 。  

・ 屋内施設での飲食をし ないこ と 。  

・ 体育館でバス ケッ ト ボールやバレ ーボール等を行う 場合は、 防球ネッ ト を張る こ と 。  

・ 屋内施設での水は使用し ないこ と 。 水筒・ ポッ ト 類についても 中に持ち込ま ないこ と 。  

・ ス テージやギャ ラ リ ーには、 上がら ないこ と 。 ただし 、 ボール等がギャ ラ リ ーに乗っ て

し ま った場合、 上がる こ と を許可し ま す。  

・ 電源盤・ イ ンタ ーホンは、 事故につながる 危険を伴う ため、 絶対に触れないこ と 。  
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・ 屋内施設の内外壁を利用し ての練習（ ボールをぶつける 等） をし ないこ と 。  

・ 利用中に発生し た事故又は事故を発見し たと き 、 施設、 器具等の破損など が発生し た場

合は、 直ちに管理指導員（ １ ６ 頁） へ報告し て指示を受ける こ と 。 （ 施設、 器具等の破

損には損害賠償が発生し ま す。 ）  

※利用中に発生し たケガや病気など については、 施設や設備等に特別な欠陥等があっ た

場合を 除き 、 教育委員会、 管理指導員等、 一切の責任を 負いま せん。 自分がケガを し

た場合、 第三者にケガを負わせた場合など は、 すべて当事者の責任において処理を お

願いする こ と になり ま すので、 利用者はでき る 限り ｢ス ポーツ 安全保険｣等へ加入さ れ

る こ と をお勧めし ま す。 ま た、 特に小さ いお子さ んと と も に利用さ れる 方は、 その監

督責任も 生じ ま すので、 目を離すこ と なく 、 十分に注意し てく ださ い。  

【 吉浜小学校体育館】  

・ 吉浜小学校体育館の床には通気用の穴があり 、 指を入れる と ケガをする ため、 絶対に触

ら ないこ と 。  

【 屋外照明施設（ 翼小学校運動場） 】  

 ・ 屋外照明施設は、 管理指導員が利用許可書の利用時間で点灯。  

※その場で点灯方法や時刻の変更はいたし ま せん。 照明は、 午後９ 時になり ま すと 自動

消灯し ま す（ 自動消灯後１ ５ 分間は残照灯点灯） 。 利用途中での延長はでき ま せん。  

３ ． 利用後 

【 全施設にかかわる こ と 】  

・ 終了時間は、 片付けの時間も 含むため少し 早めに切り 上げ、 後片付けと 清掃を時間内に

行う こ と 。  

・ 使用し た器具・ 用具は、 必ず定めら れた場所に返却し 、 常に整理整頓をする こ と 。  

・ 片付けと 清掃後は戸締り 等の点検と 忘れ物の確認を行い、 管理指導員へ終了報告を行

い、 点検を受けた後、 帰宅する こ と 。  

原状復帰の徹底をお願いいたし ま す。  

 ※駐車場等の学校敷地内に終了時間後残ら ないよ う お願いし ま す。 施錠の妨げと なり ま す。  

 ●屋内施設の清掃 → モッ プ等によ る 床の清掃、 ト イ レ 清掃 

●運動場の清掃  → ト ンボ等によ る グラ ンド の整地、 ト イ レ 清掃 

・ 学校開放用のゴミ 箱はないため、 必ず持ち帰る こ と 。  

・ 屋内施設は、 飲食禁止。  

 ・ 正門など の門を必ず閉める こ と 。  

４ ． その他 

・ 盗難等によ る 責任は負いま せん。 貴重品はでき る 限り 持参し ないでく ださ い。 特に、 車

は必ず施錠し 、 車の中に貴重品を置いたま ま にし ないでく ださ い。  

・ 館内（ 敷地内） の掲示板への掲示は禁止です。  

・ 上記遵守事項を守れない団体が 1 団体でも 出た場合学校開放の利用を中止と する こ と も あり

ま す。  



利 用 ま で の 手 続 き 
 

①高浜市公共施設予約システムへの利用者登録（未済の方のみ） 

・利用者登録はインターネット、施設窓口で受付けを行い、各施設管理者により団体情報の

確認、代表者の本人確認をさせていただき承認をします。 

・代表者の本人確認は本人確認書類 （運転免許証、マイナンバーカード、社員証、学生手帳

等）を窓口で確認させていただくためインターネットから利用者登録申請をした場合で

も、必ず施設利用の前に 1 度窓口に来ていただく必要があります。 

※利用者登録の有効期間は登録日から５年間です。有効期間中の方は①の手続きは不要

です 

 

②学校開放施設の利用団体登録 

・学校開放施設の利用を希望される場合は高浜市公共施設予約システムへの利用者登録に

加え、開放施設利用団体登録が必要となります。 

・開放施設利用団体登録には団体登録利用申請書を地域交流施設たかぴあ窓口に提出する

必要があります。（公共施設予約システムでは利用団体登録申請はできません。） 

 団体登録利用申請書につきましては高浜市ホームページか、しおり６ページのものをご

使用ください。 

・窓口で申請書を受付けし、登録要件を満たしているかの確認等を経て、登録証を発行しま

す。登録証の発行を受けた団体が学校開放施設を利用できます。 

団体登録には下記の条件があります。 

【団体登録必要条件】 

①１８歳以上を含む１０人以上の団体（クラブ・グループ）であること。 

②市内在住・在勤・在学者で構成された団体であること。 

③責任者は１８歳以上の市内在住・在勤・在学者であること。 

※専ら営利を目的とする利用の場合団体登録はできません。 

 

③開放施設団体登録証の有効期間 

 毎年度 4月１日から翌 3 月 31 日まで（年度ごとに更新を必要とします。） 

 ※登録申請は随時、地域交流施設たかぴあ窓口で受付けます。 

 ※高浜市公共施設予約システムにおける利用者登録の有効期限とは異なります。 

 

 

 

 高浜市ホームページ 
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④利用の申込み 

 利用予定月２か月前の１～５日に、公共施設予約システムでのオンライン予約申請、ま

たは窓口で利用団体予定表の提出をお願いします（期日厳守）。 

利用希望日が競合した場合は、利用調整を行います。 

調整結果は、利用予定月２か月前の２０日に公表します。 

調整結果公表後に空いている日時については、先着順で随時予約が可能です。なお、随時

予約が可能な期間は、下記の通りです。 

【インターネット】利用予定月２か月前の２０日から利用予定日の１週間前まで。 

【窓口】利用予定月２か月前の２０日から利用予定日の２日前の午後５時まで。（ただし

利用予定日の２日前が土・日・祝日の場合は、直前平日の午後５時まで） 

（例）令和８年６月に利用したい場合 

①システムでのオンライン予約申請、窓口での利用団体予定表の提出期間

（利用団体）…４月１日 （水）～５日 （日）にオンライン予約または利用予定表を 

    提出 

   ②利用調整（地域交流施設たかぴあ） 

③利用結果の公表（４月２０日（月）） 

 ※当選・落選に関わらず、メールが届きます。 

④随時予約開始 

【インターネット】４月２０日（月）から原則として利用予定日の１週間前まで 

 ※６月３０日（火）に利用したい場合は６月２３日（火）までに申請 

【窓口】４月２０日（月）から原則として利用予定日の２日前の午後５時まで （ただ

し、利用予定日の２日前が土・日・祝日の場合は、直前平日の午後５時まで） 

 ※６月２７日（土）に利用したい場合は６月２５日（木）午後５時までに申請 

 ※６月２９日（月）に利用したい場合は６月２６日（金）午後５時までに申請 

 

⑤利用の変更、取り消し 

 利用許可の手続き完了後、学校利用、公用利用、施設器具の不具合、天候、災害等により、

利用ができなくなることがあります。この場合は、責任者の方へ管理者（TSC）等から連絡

します。 

※利用許可の決定後に、利用団体の都合により取り消しまたは変更をされる場合は、①

管理指導員（１６頁）、 ②管理者（TSC）の順にご連絡ください。 

 

⑥警報発令時の対応 

  暴風警報及び、警戒宣言等が発令された場合は施設の利用を中止します。 

  利用中の場合は、速やかに撤収していただきます。 
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様式第1( 第4条関係)  

開 放 施 設 利 用 団 体 登 録 申 請 書 

令和  年  月  日 

（ 宛先） 高浜市教育委員会 

令和  年度高浜市学校体育施設開放事業に係る 利用団体の登録について、 次のと おり 申請し ま す。  

団 体 名   種 目   

責任者１  

氏名  （   歳）  勤務先   

住所   
電話番号 

（ 携帯）  
  

責任者２  氏名  
電話番号 

（ 携帯）  
  

利用学校名 学校 利用施設 運動場・ 体育館・ 柔剣道場・ 卓球室 

番号 氏 名 職 業 住 所 電 話 番 号 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

※高浜市内在住・ 在勤・ 在学者で構成さ れた団体であり 、 責任者は１ ８ 歳以上である こ と 。  

   （ 職業欄は在勤会社名・ 在学学校名が分かる よ う に記入する こ と 。 ）  

（ 電話番号欄は連絡がと れる 電話（ 携帯） 番号を記入する こ と 。 ）    

※１ ８ 歳以上を含む１ ０ 人以上の団体である こ と 。 （ 未成年のみは不可）   

※営利を目的と し て開放施設を利用し ないこ と 。  
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施 設 使 用 料 一 覧 表 

施  設  名 使 用 料 （１時間） 
学 校 名 区   分 全面利用 半面利用 
高浜小学校 運 動 場 無料 －  

吉浜小学校 
体 育 館 ５１０円 ３５０円 
運 動 場 無料 －  

高取小学校 
体 育 館 ３５０円    － 
運 動 場 無料    － 

港小学校 
体 育 館 ４３０円    － 
運 動 場 無料    － 

翼小学校 
体 育 館 ５１０円 ３５０円 
運 動 場 無料 －  

屋外照明施設※１ １,４６０円    － 

高浜中学校 

体 育 館 ６００円 ４２０円 
運 動 場 無料 －  

卓 球 室※２ １００円    － 
柔 剣 道 場 ２９０円 ２００円 

南中学校 
体 育 館 ５００円    － 
運 動 場 無料    － 

柔 剣 道 場 ２５０円 １７０円 
※１ 屋外照明施設を利用する場合、１時間を超える超過料金は３０分単位で加算します。 

※２ 空調は利用可となります。ルールを守ってご利用ください。 

 

【利用許可後の使用料還付について】 
 以下の場合については、原則として使用料を還付いたします。 
 ・学校利用、公的利用、天候、災害等により、管理者等から利用を取り消した場合。 
  例１：施設の不具合により、利用前に利用を取り消した→全額還付 
  例２：暴風警報により、利用の途中で利用を取り消した→利用ができなかった時

間分の使用料を還付。 
 ・天候等の理由で利用者が管理者等へ連絡し許可を得た上で、利用を中止した場合。 
  例１：利用前に台風が近づいてくる可能性があり、利用を中止したいと連絡を入

れた→全額還付 
  例２：利用中、雷が鳴り、利用を中止したいと連絡を入れた→利用ができなかっ

た時間分の使用料を還付。 
 ・７日前までに利用者より利用取り消しの手続きを行った場合。→全額還付 
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学校開放 各施設実施可能種目について（参考） 
 

※下表以外の種目で利用を検討している場合は、ご相談ください。 

施 設 運動場 体育館 柔剣道場 

柔道場(畳) 

剣道場(板) 

卓 球

室 

学 校

TEL 

備    考 

   種目 
学校名 

軟 式 

野球 

ｿ ﾌ ﾄ

ﾎﾞｰﾙ 

ｻｯｶｰ 軽 ｽ

ﾎﾟｰﾂ 

ﾊﾞﾚｰ

ﾎﾞｰﾙ 

ﾊﾞｽｹｯ

ﾄﾎﾞｰﾙ 
卓球 ﾊﾞﾄﾞ

ﾐﾝﾄﾝ 

ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 
ｲﾝﾃﾞｨｱｶ 

軽ｽﾎﾟ

ｰﾂ等 

武道等 

※球技不可 

卓球   

高浜小学校 小－1 1 小－1 〇 高浜小学校施設の開放事業のしおりをご覧く

ださい。 

  53-0044  

吉浜小学校 小－1 1 小－1 ○ 1 小－2 2 2 － ○   53-0174  

 

高取小学校 小－1 1 小－1 ○ 1 小－2 7 2 2※1 ○   53-0342 ※1：ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ使用 

港 小学校 小－1 1 小－1 ○ 1 小－2 － 1 － ○   52-2031  

翼 小学校 小－1 1 小－1 ○ 2 小－2 － 4 1※1 ○   54-2831 屋外体育施設ナイタ

ー有 

高浜中学校 1 1 1 ○ 2 2 － 6※2 － ○ ○ 5 53-0279 ※2：ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝはｺｰﾄﾗ

ｲﾝなし（ｺｰﾅｰﾏｰｸのみ） 

 

南 中学校 1 1 1 ○ 2 2※3 12 2 2※1 ○ ○  52-4831 ※3：ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙは 2

面あるが、コート外が

狭い。 

 

【注意事項】 

・「小」は小学生用。 

・「数字」は各種目の利用可能数および器具の台数。 

・運動場のナイター照明は、翼小学校のみです。     

・使用備品は実施種目の器具（支柱、ネット等）のみ、その他ボール等の使用は不可。その他備品については、管理者へ相談をすること。 

・ラインテープ等は勝手に貼らないこと。 

・ごみ等が出た場合必ず持ち帰ること。 
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                                   〈高浜小学校 平面図〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P１ 

P２ 

歩
行
者
・
自
転
車
入
口 

自
動
車
入
口 

運動場 

吉浜小学校Ｐ１は職員専

用駐車場となりますの

で、ご利用はご遠慮くだ

さい。 
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       裏門 

５台のみ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※裏門駐車場（P1）は、５台

のみ駐車可。それ以上は正門駐

車場（P2）へ。 

 学校関係者等の車の移動を妨

げないようにしてください。 
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T ぽーと駐車場及び道路への駐車は、

しないでください。 
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                    外トイレ 

   （運動場、柔剣道場利用者用） 
 

柔剣道場 

WC 

WC 

柔剣道場 



令和８年１月現在

学校名 学校連絡先 管理指導員連絡先

山本　晴江 ＜日・月・水・金＞

TEL　５２-０３９２

携帯 ０８０-３２８１-８４９９

村瀬　晴美 ＜火・木・土＞

TEL　５２-７８３９

携帯 ０９０-４１６５-６８７４

神谷　君代

携帯 ０９０-４１６２-５４６１

木村　祥則
よしのり

　　　（南中兼任）

携帯 ０９０-３４４５-３２９８

座光寺
ざこうじ

　博文
ひろふみ

　　　＜奇数日＞

TEL　５２-４４３１

携帯 ０９０-１４７９-６６３０

大岡　美貴子　＜偶数日＞

TEL　５２-６９６５

携帯 ０９０-９１９５-１３９２

小原
おはら

　美和
みわ

  ＜奇数月＞

TEL　５２‐０７６７

携帯 ０９０-４１８６-１２６３

都築　家子 ＜偶数月＞

TEL　５３-３８４７

携帯 ０９０-３７４３-７３８２

木村　祥則
よしのり

　　　（港小兼任）

携帯 ０９０-３４４５-３２９８

NPO法人たかはまスポーツクラブ　TEL・FAX / ５２－３４１５

高浜中学校
高浜市湯山町七丁目１番地１
TEL ５３－０２７９

南　中学校
高浜市二池町三丁目３番地２
TEL ５２－４８３１

高取小学校
高浜市本郷町六丁目６番地１
TEL ５３－０３４２

港　小学校
高浜市碧海町四丁目１番地７
TEL ５２－２０３１

翼　小学校
高浜市神明町五丁目１番地１
TEL ５４－２８３１

高浜市小・中学校開放事業連絡先一覧表

高浜小学校
＜運動場＞

高浜市青木町六丁目１番地１５
TEL ５３－００４４

NPO法人たかはまスポーツクラブ
TEL：５２－３４１５

吉浜小学校
高浜市屋敷町五丁目８番地１
TEL ５３－０１７４
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スポーツ安全保険等 加入のご案内 

 

 学校開放を利用しようとする団体は、できる限りスポーツ安全保険等の保険

に加入してください。学校施設を利用中に発生した事故（傷病及び損害賠償

等）については、施設などに重大な欠陥や過失があった場合を除き､原則とし

て教育委員会や学校長、管理者、管理指導員等は一切責任を負いません。事故

があった場合は、利用者個人の責任において処理していただきますので予めご

了承ください。 

スポーツ安全保険の詳細については。公益財団法人スポーツ安全協会の HP

をご覧いただくか管理者（TSC）にお問い合わせください。 

 

 

【スポーツ安全保険加入の対象となる団体、グループ】 

・スポーツ活動、文化活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、地域

活動などを行う４名以上のアマチュアの団体、グループ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高浜市学校施設の開放事業  

（団体登録必要施設）   

★★ 利 用 者 の し お り ★★ 

                     令和８年１月改定版    


